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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 1 2 月 2 8 日 ( 2 0 2 3 . 1 2 . 2 8 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ 方 向 に 沿 っ て 延 び る 中 空 の 長 尺 形 状 に 形 成 さ れ た 筐 体 を そ れ ぞ れ 有 し て 、 第 １ 方 向  
に 交 差 す る 第 ２ 方 向 に 沿 っ て 並 ん で 配 置 さ れ た 少 な く と も ２ つ の ノ ズ ル を 有 す る ノ ズ ル ユ  
ニ ッ ト と 、
　 前 記 ノ ズ ル ユ ニ ッ ト の 上 方 に 配 置 さ れ て 、 前 記 ノ ズ ル ユ ニ ッ ト の 前 記 第 １ 方 向 に お け る  
第 １ 端 か ら 第 ２ 端 に 向 か っ て 前 記 ノ ズ ル ユ ニ ッ ト の 上 方 を 流 れ る 気 流 を 生 じ さ せ る 送 風 装  
置 と 、
　 前 記 送 風 装 置 を 制 御 す る 制 御 装 置 と 、 を 備 え 、
　 前 記 少 な く と も ２ つ の ノ ズ ル の 各 筐 体 の 下 面 に は 、 前 記 第 １ 方 向 に 沿 っ て 延 び る 送 風 口  
が 形 成 さ れ 、
　 前 記 送 風 口 は 、 前 記 筐 体 の 内 部 に 送 り 込 ま れ た 空 気 を 、 前 記 筐 体 の 外 部 に 吹 き 出 す
　 送 風 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 送 風 装 置 の 送 風 量 を 調 整 す る
　 請 求 項 １ の 送 風 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 送 風 装 置 の 送 風 量 を 周 期 的 に 増 減 さ せ る
　 請 求 項 １ 又 は ２ の 送 風 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 送 風 装 置 は 、 第 １ 送 風 装 置 で あ り 、
　 前 記 ノ ズ ル ユ ニ ッ ト の 上 方 に 配 置 さ れ て 、 前 記 第 １ 方 向 に お け る 前 記 第 ２ 端 か ら 前 記 第  
１ 端 に 向 か っ て 送 風 す る 第 ２ 送 風 装 置 を 更 に 備 え 、
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 第 １ 送 風 装 置 及 び 前 記 第 ２ 送 風 装 置 を 制 御 す る
　 請 求 項 １ の 送 風 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 第 １ 送 風 装 置 の 運 転 期 間 と 前 記 第 ２ 送 風 装 置 の 運 転 期 間 と を 交 互  
に 切 り 替 え る
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　 請 求 項 ４ の 送 風 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 第 １ 送 風 装 置 の 運 転 期 間 と 前 記 第 ２ 送 風 装 置 の 運 転 期 間 と の 間 に  
、 前 記 第 １ 送 風 装 置 と 前 記 第 ２ 送 風 装 置 と の 両 方 を 停 止 さ せ る 全 停 止 期 間 を 設 け る
　 請 求 項 ５ の 送 風 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 第 １ 送 風 装 置 及 び 前 記 第 ２ 送 風 装 置 の そ れ ぞ れ の 送 風 量 を 調 整 す  
る
　 請 求 項 ４ 乃 至 ６ の い ず れ か １ つ の 送 風 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 制 御 装 置 は 、
　 前 記 第 １ 送 風 装 置 の 運 転 期 間 に お い て 、 前 記 第 １ 送 風 装 置 の 送 風 量 を ゼ ロ か ら 第 １ 目 標  
値 ま で 増 加 さ せ た 後 に 、 ゼ ロ ま で 減 少 さ せ 、
　 前 記 第 ２ 送 風 装 置 の 運 転 期 間 に お い て 、 前 記 第 ２ 送 風 装 置 の 送 風 量 を ゼ ロ か ら 第 ２ 目 標  
値 ま で 増 加 さ せ た 後 に 、 ゼ ロ ま で 減 少 さ せ る
　 請 求 項 ７ の 送 風 シ ス テ ム 。
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